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第２部　環境保全施策の展開

騒音は、各種公害の中でも日常生活に関係の深
い問題であり、その発生源としては工場・事業場、
建設作業、自動車、鉄道、航空機、日常生活など
多様です。
騒音については、一般環境騒音、自動車交通騒

音、航空機騒音、新幹線鉄道騒音に対し、地域の
土地利用状況や時間帯等に応じて個別に類型分け
された「環境基準」が定められています。また、
工場・事業場騒音については騒音規制法及び宮城
県公害防止条例により、特定建設作業騒音につい
ては騒音規制法により「規制基準」が定められ生
活環境の保全が図られています。さらに道路交通
騒音については「要請限度」が定められています。
平成２１年度の騒音に係る苦情件数は３１０件でし

た。苦情件数の内訳を見ると、工場・事業場騒音
が最も多く７１件（２２．９％）、次いで建設作業騒音が
６２件（２０．０％）でした。

１　地域における生活環境の現状
第４節　地域における生活環境の保全（騒音・振動）

環境対策課

振動は、騒音と並んで日常生活に関係の深い問
題であり、その主な発生源は工場・事業場、建設
作業、鉄道及び道路です。
工場・事業場振動については振動規制法及び宮

城県公害防止条例により、特定建設作業振動につ
いては振動規制法により「規制基準」が定められ
生活環境の保全が図られています。さらに道路交
通振動については「要請限度」が定められていま
す。
平成２１年度の振動に係る苦情件数は４２件でし

た。苦情件数の内訳を見ると、建設作業振動が最
も多く１４件（３３．３％）、次いで工場・事業場振動が
１０件（２３．８％）でした。

▲図２−４−４−３　振動に係る苦情件数推移
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▲図２−４−４−４　発生源別振動苦情件数の内訳（平成２１年度）
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▲図２−４−４−２　発生源別騒音苦情件数の内訳（平成２１年度）
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▲図２−４−４−１　騒音に係る苦情件数推移
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

▼表２−４−４−１　一般地域における騒音の環境基準の適合状況（平成２１年度）

▼表２−４−４−２　自動車交通騒音面的評価結果総括表（平成２１年度）

２　自動車騒音
自動車騒音については、環境基本法に基づく

「騒音に係る環境基準」のほか、騒音規制法に基づ
く「要請限度」が定められています。指定地域内
において自動車騒音が要請限度を超え、沿道周辺
の生活環境が著しく損なわれている場合には、指
定市町村長は県公安委員会又は道路管理者等に対
して要請又は意見陳述をすることができるとされ
ています。
自動車騒音の評価については、平成１１年度の

「騒音に係る環境基準」の改正を受け、道路沿道の

住居等一戸一戸について評価する面的評価の手法
が導入されました。
平成２１年度は、県及び仙台市が、合計２７地点で

の測定結果を基に３７０評価区間で面的評価を実施
しました。
評価区間内の対象戸数８３，６５０戸のうち、昼間夜

間ともに環境基準を達成した戸数は７５，４２８戸
（９０．２％）、区間内の全世帯が環境基準を達成して
いた区間は１９８区間（５３．５％）でした。
時間帯別の達成率は、昼間が９３．７％、夜間が

９１．０％であり、昨年度とほぼ同程度でした。

適合率[％]全時間帯適合地点数測定地点数測定地域地域の類型
１００．０１１塩 竈 市

Ａ及びＢ

７０．６１２１７多 賀 城 市
１００．０７７大 崎 市
１００．０５５大 河 原 町
６６．７２３松 島 町
１００．０４４七 ヶ 浜 町
０．００３利 府 町

１００．０２２大 和 町
１００．０１１富 谷 町
７９．１３４４３計①
１００．０３３多 賀 城 市

Ｃ １００．０１１大 河 原 町
１００．０２２松 島 町
１００．０６６計②
８１．６４０４９合計①+②

＜環境基準による評価結果＞日評価

＜時間帯別評価結果＞

昼間又は夜間で
環境基準超過

昼間・夜間とも
環境基準達成総　　数項　　目 うち、昼間・夜

間ともに超過
うち、いずれか
の時間帯で超過

４，５１６３，７０６８，２２２７５，４２８８３，６５０戸　　　数
５．４%４．４%９．８%９０．２%１００．０%割　　　合

環境基準超過環境基準達成総　　数項 　　目時間帯
５，２５０７８，４００８３，６５０戸　　　　数

昼　　　　間
６．３%９３．７%１００．０%割　　　　合
７，４８８７６，１６２８３，６５０戸　　　　数

夜　　　　間
９．０%９１．０%１００．０%割　　　　合

１　一般環境騒音
静かな音環境を保全するため、環境基本法に基

づき「騒音に係る環境基準」が定められており、
知事が地域の土地利用の状況や時間帯等に応じ地

域類型を指定しています。
一般地域における環境基準の達成状況をみる

と、測定調査を実施した４９地点のうち、４０地点で
環境基準を達成していました。
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第２部　環境保全施策の展開

３　航空機騒音
航空機騒音については、「航空機騒音に係る環

境基準」が定められており、知事は地域類型の当
てはめを空港・飛行場周辺について行うこととさ
れています。航空機騒音に係る環境基準の基準値
はＷＥＣＰＮＬ（加重等価平均感覚騒音レベル）
という評価指標として、「Ⅰ類型（専ら住居の用に
供される地域）」については７０以下、「Ⅱ類型（Ⅰ
類型以外の地域であって通常の生活を保全する必
要がある地域）」については７５以下にすることが望
ましいとしています。
本県では、国土交通省所管第２種空港の仙台空

港、防衛省所管の陸上自衛隊霞目飛行場及び航空
自衛隊松島飛行場の３飛行場について環境基準の
地域類型を指定しています。
平成２１年度は、県及び関係市の協力のもと仙台

空港３０地点、航空自衛隊松島飛行場３９地点、陸上
自衛隊霞目飛行場６地点で航空機騒音測定を実施
しました。仙台空港及び陸上自衛隊霞目飛行場に
ついては環境基準地域類型内の全地点で環境基準
を達成していました。航空自衛隊松島飛行場につ
いてはⅠ類型では全地点で環境基準達成、Ⅱ類型
では９地点で環境基準を達成しており、環境基準
の達成率はⅠ及びⅡ類型合わせて５４．２％でした。

４　新幹線鉄道騒音等
新幹線鉄道騒音については「新幹線鉄道騒音に

係る環境基準」が定められており、知事は地域類
型の当てはめを新幹線鉄道沿線について行うこと
とされています。
新幹線鉄道騒音に係る環境基準の基準値はⅠ類

型７０デシベル以下、Ⅱ類型７５デシベル以下とする
こととされています。
新幹線鉄道に係る騒音・振動の測定は、沿線の

土地利用状況、軌道構造、防音壁の種類等を考慮
して、地域を代表すると認められる１３ヶ所で選定
しています。平成２１年度は、騒音は３２地点、振動
は１５地点で測定を実施しました。

その結果、新幹線鉄道騒音の環境基準達成率は
３８．９％でした。達成地点の内訳は、Ⅰ類型１０地点
（３１．３％）、Ⅱ類型４地点（１００％）でした。
新幹線鉄道騒音については昨年度（３２．８％）と

比較して達成率が６．１ポイント増加していますが、
依然として環境基準の達成状況が低い状況です。
今後も引き続き実態把握に努め、鉄道事業者に対
し騒音防止対策の推進及び低周波音発生の未然防
止等を要請していく必要があります。
一方、新幹線鉄道振動については、全ての地点

で暫定指針値７０デシベルを達成していました。

▼表２−４−４−３　航空機騒音に係る環境基準達成状況（平成２１年度）

公共用飛行場周辺におけ
る航空機騒音による障害
の防止等に関する法律に
基づく第１種区域外で
７５Wを超える地点数

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害
の防止等に関する法律に基づく区域の区分別測定

地点数
達成地点数

航空機騒音に係る環境
基準の地域類型別測定

地点数測　定
地点数調査地域

無指定第３種区域第２種区域第１種区域無指定Ⅱ類型無指定Ⅱ類型

０１２００２８６８６１４名取市内

０１３００３１３３１３３１６岩沼市内

０２５００５２１９２１９３０合　計

（仙台空港）

（陸上自衛隊霞目飛行場）

達成地点数
航空機騒音に係る環境
基準の地域類型別測定

地点数測　定
地点数調査地域

Ⅱ類型Ⅰ類型Ⅱ類型Ⅰ類型

４２４２６仙台市内

４２４２６合　計

※平成１８年１２月２６日付け防衛施設庁告示第２０号による指定一部解除後の区域による。

（航空自衛隊松島飛行場）

防衛施設周辺の生活環境
の整備等関する法律に基
づく第１種区域外で７５Ｗ
を越える地点数

防衛施設周辺の生活環境の整備等関する法律に基
づく区域※の区分別測定地点数達成地点数航空機騒音に係る環境基準の地域類

型別測定地点数測　定
地点数調査地域

無指定第３種区域第２種区域第１種区域無指定Ⅱ類型Ⅰ類型無指定Ⅱ類型Ⅰ類型

１７００３３３２３５２１０石巻市内

０１０００１００１００１塩竈市内

１１２００１６１０６２１１１５２２８東松島市内

２２０００１９１４９４１５２０４３９合　計
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

１　工場・事業場対策
「騒音規制法」及び「振動規制法」では騒音及び
振動から生活環境を保全すべき地域を知事（指定
都市にあってはその長）が指定するものとされて
います。指定地域内において法に定める「特定施
設」を設置している「特定工場等」における事業
活動及び法に定める「特定建設作業」に伴って発
生する騒音・振動を規制するとともに、市町村長
が県公安委員会等に対して道路交通騒音・振動に
ついて所要の措置を執るべきことを要請すること
ができるとされています。
また、「宮城県公害防止条例」では、法指定地域

外においても法の特定施設の騒音・振動を規制す
るとともに、法の特定施設以外の特定施設を追加
し、追加した特定施設を設置している特定事業場
については、指定地域内・外にかかわらず規制し
ています。
指定地域を有する市町村については当該市町村

が、それ以外の市町村については県保健所がそれ
ぞれ規制・指導に当たっています。
①　騒音防止対策
騒音規制法に基づく指定地域は、平成２１年度末

現在で２６市町村となっています。
騒音規制法に定める特定施設は、金属加工施設

等１１施設であり、さらに公害防止条例ではクーリ
ングタワー等７施設を追加して計１８施設について
規制しています。
特定工場等から発生する騒音に関しては、特定

工場等の敷地境界で規制基準の遵守義務が課せら
れており、県あるいは市町村は特定工場等から発
生する騒音が規制基準に適合しないことにより周
辺の生活環境が損なわれると認められる場合には
計画変更勧告、改善勧告を行うことができます。
平成２１年度末現在で、騒音規制法及び公害防止

条例に基づく届出件数は特定施設２９，１３４件（特定
工場・事業場６，２１４件）となっており、平成２１年度

に６６件の立入検査が行われ、苦情等に基づく２１件
の測定が行われました。
②　振動防止対策
振動規制法に基づく指定地域は、平成２１年度末

現在で騒音規制法指定地域と同じく２６市町村と
なっています。
特定工場等から発生する振動に関しては、特定

工場等の敷地境界で規制基準の遵守義務が課せら
れており、県あるいは市町村は特定工場等から発
生する振動が規制基準に適合しないことにより周
辺の生活環境が損なわれると認められる場合には
計画変更勧告、改善勧告を行うことができます。
平成２１年度末現在で、振動規制法及び公害防止

条例に基づく届出件数は特定施設１９，０６７件（特定
工場・事業場３，４４１件）となっており、平成２１年度
に７件の立入検査が行われ、苦情等に基づく２件
の測定が行われました。

▼表２−４−４−４　東北新幹線鉄道に係る環境基準等達成状況

２　静かな音環境等を目指して講じた施策
環境対策課

達成率
暫定指針に基づく振動測定結果

達成率
環境基準に基づく騒音測定結果　　　項目

年度　　　

Ⅱ類型Ⅰ類型
達成地点数測定地点数達成地点数測定地点数達成地点数測定地点数

１００%２６２６４４．１%８８１８５１平成１９年度
１００%３０３０３２．８%８８１１５０平成２０年度
１００%１５１５３８．９%４４１０３２平成２１年度
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第２部　環境保全施策の展開

▼表２−４−４−５　騒音に係る法律・条例に基づく規制（平成２１年３月３１日現在）

宮　城　県　公　害　防　止　条　例騒　音　規　制　法

県内全域仙台市の都市計画区域及び石巻市他２４市町村の都市計画法で定める用途地域（騒音
に係る環境基準の指定地域に同じ）指定地域

法律に定める１１種類にクーリングタワー等７種類を加えた１８種類金属加工機械等１１種類特定施設規定
対象 深夜営業騒音、拡声器騒音特定建設作業騒音、自動車騒音その他　

県保健所及び指定地域を有する市町村指定地域を有する市町村規制・指導
主体　　　

（備考）都市計画法に基づく用途地域の指定のない地域及び仙台市の一部の近隣商業地域については、公害防止条例施行規則に基づき「第２種区域」の規制基準を
適用する。

工
場
・
事
業
場
騒
音

規
　
　
制
　
　
基
　
　
準
　
　
等

［深夜営業騒音］

（備考）
◇この規制基準は、２２時から６時までの時間に適用
◇音響機器の使用禁止時間は２３時から６時まで

［拡声器騒音］

［特定建設作業騒音］

（備考）
◇第１号区域；第１種、第２種及び第３種区域並びに第４種区域のうち学
校、保育所、病院、図書館、老人福祉施設等の敷地８０ｍまでの区域
◇第２号区域；指定地域のうち第１号区域以外の区域

［自動車騒音の要請限度］

（備考）
ａ区域；第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種中高層

住居専用地域、第２種中高層住居専用地域
ｂ区域；第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域
ｃ区域；近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

そ
　
の
　
他

夜間
（２２：００～６：００）

朝（６：００～８：００）
夕（１９：００～２２：００）

昼間
（８：００～１９：００）

時間区分
区域区分

４０デシベル４５デシベル５０デシベル文教地区、第１種低層住居専用地域、第２種低
層住居専用地域第１種区域

４５デシベル５０デシベル５５デシベル
第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居
専用地域、第１種住居地域、第２種住居地域、
準住居地域

第２種区域

５０デシベル５５デシベル６０デシベル近隣商業地域、商業地域、準工業地域第３種区域

５５デシベル６０デシベル６５デシベル工業地域第４種区域

第２号区域第１号区域規制種別

８５デシベル（敷地境界線）基準値

２２：００～６：００１９：００～７：００作業禁止時間

１４時間以内１０時間以内１日当たりの作業時間

連続６日以内作業期間

日曜日その他の休日作業禁止日

夜間
（２２：００～６：００）

昼間
（６：００～２２：００）区域の区分

５５デシベル以下６５デシベル以下
a区域及びb区域のうち
１車線を有する道路に面
する区域

６５デシベル以下７０デシベル以下
a区域のうち２車線以上
の車線を有する道路に面
する区域

７０デシベル以下７５デシベル以下

b区域のうち２車線以上
の車線を有する道路に面
する区域及びc区域のう
ち車線を有する道路に面
する区域

７０デシベル以下７５デシベル以下幹線道路に近接する空間
における特例

規制基準地域の区分

４０デシベル文教地区、第１種低層住居専用地域、第２
種低層住居専用地域第１種区域

４５デシベル
第１種中高層住居専用地域、第２種中高
層住居専用地域、第１種住居地域、第２種
住居地域、準住居地域

第２種区域

５０デシベル近隣商業地域、商業地域、準工業地域第３種区域

５５デシベル工業地域第４種区域

拡声器の設置場所
規制種別

航空機自動車店頭・街頭

地上１．２ｍの
地点において
６５デシベル以
下

拡声器の正面か
ら１ｍの位置で
７５デシベル以下

１つの拡声器の放送
音量又は他の拡声器
の放送音量との複合
音量として地上１．２
ｍの高さで７０デシベ
ル以下

音量基準

１０：００～１５：００８：００～１９：００使用時間

学校、保育所、病院、患者の収容施設
のある診療所、図書館、特別養護老人
ホームの周囲１００ｍ

使用禁止区域

□総幅員６．５ｍ
未満の道路の場
合１地点におい
て５分以内の使
用
□総幅員５ｍ未
満の道路におい
ては設置しない
□１回１０分以内
とし、次回の使
用までに１０分以
上の休止時間を
おく

□総幅員５ｍ未満の
道路においては設置
しない
□地上５ｍ以上の位
置での使用は拡声器
の延長が１０ｍ以内の
広場又は道路に落ち
るようにする
□１回１０分以内と
し、次回の使用まで
に１０分以上の休止時
間をおく

使用方法
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

▼表２−４−４−６　騒音に係る特定施設設置届出状況（平成２１年度）

▼表２−４−４−７　騒音に係る工場・事業場立入検査状況

▼表２−４−４−８　振動に係る法律・条例に基づく規制（平成２１年３月３１日現在）

合　　　　　計公害防止条例に基づく
設置届出数

騒音規制法に基づく
設置届出数特　定　施　設　名

特定施設数特定工場等数特定施設数特定工場等数特定施設数特定工場等数
２,２９７３２５１,３０３１３９９９４１８６金属加工機械１
１２，９０４２，１５２４，６４３６７７８，２６１１，４７５空気圧縮機及び送風機２
９５４２１０６４１１３８３１３７２土石用又は鉱物用破砕機３
１８５１５１９９１６６６織機４
１８７９９９９４９８８５０建設用資材製造機械５
８９３１２６１１６３２０穀物用製粉機６

１，１１２３５８５４６１４８５６６２１０木材加工機械７
２０４１４１６３抄紙機８
９１９２５１１５７３２７６２２１９印刷機械９

１，８３４８２８４７４０９８７４２合成樹脂用射出成形機１０
１１８２１２８１４９０７鋳型造型機１１
３１１９１３１１９１－－ディーゼルエンジン及びガソリンエンジン１２

２，０２３８８９２，０２３８８９－－クーリングタワー１３
３，７８６１，２９３３，７８６１，２９３－－バーナー１４
２９１９０２９１９０－－繊維工業用機械１５
１８６６９１８６６９－－コンクリート管等製造機１６
６７２４０６７２４０－－金属製品製造機械１７

１，２４６１９４１，２４６１９４－－土石等加工機械１８
２９，１３４６，２１４１６，８３８３，９２４１２，２９６２，２９０合　　　　　計

処分件数測定件数立入件数　　　　　　　区分
年度　　　　　　　

０１７１２５平成１７年度
０３５１５６平成１８年度
０６１１３平成１９年度
０１２６９平成２０年度
０２１６６平成２１年度

宮　城　県　公　害　防　止　条　例振　動　規　制　法
県内全域仙台市の都市計画区域及び石巻市他２４市町村の都市計画法で定める用途地域指定地域

法律に定める１０種類に冷凍機等３種類を加えた１３種類圧縮機等１０種類特定施設規定
対象 特定建設作業振動、道路交通振動その他

県保健所及び指定地域を有する市町村指定地域を有する市町村規制・指導
主体　　　

（備考）都市計画法に基づく用途地域の指定のない地域及び仙台市の一部の近隣商業地域については、公害防止条例施行規則に
　　　基づき「第１種区域」の規制基準を適用する。

工
場
・
事
業
場
騒
音

規
　
　
制
　
　
基
　
　
準
　
　
等

［指定地域を有する市町村（２６市町村）］
仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩
沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、大河原町、村田町、柴田町、亘理
町、松島町、七ヶ浜町、利府町、大和町、富谷町、大衡村、美里町、女川町、
南三陸町

［特定建設作業振動］

（備考）
◇第１号区域；第１種低層住居専用地域、第２種低層住居専用地域、第１種
中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、第２
種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域並びに
工業地域のうち学校、保育所、病院、図書館、老人福祉施設等の敷地８０ｍ
までの区域
◇第２号区域；指定地域のうち第１号区域以外の区域

［道路交通振動の要請限度］

そ
　
の
　
他

夜間
（１９：００～８：００）

昼間
（８：００～１９：００）

時間区分
区域区分

５５デシベル６０デシベル

文教地区、第１種低層住居専用地域、第２種低
層住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、
第２種中高層住居専用地域、第１種住居地域、
第２種住居地域、準住居地域

第１種区域

６０デシベル６５デシベル近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地
域第２種区域

第２号区域第１号区域規制種別
７５デシベル（敷地境界線）基準値

２２：００～６：００１９：００～７：００作業禁止時間
１４時間以内１０時間以内１日当たりの作業時間

連続６日以内作業期間
日曜日その他の休日作業禁止日

夜間
（１９：００～８：００）

昼間
（８：００～１９：００）区域の区分

６０デシベル６５デシベル第１種区域
６５デシベル７０デシベル第２種区域
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第２部　環境保全施策の展開

２　建設作業騒音等対策
「騒音規制法」及び「振動規制法」の指定地域を
有する市町村では、この指定地域内で特定建設作
業を行おうとする者に届出等を義務付けており、
作業方法や作業時間等について規制しています。
騒音規制法及び振動規制法に定める特定建設作

業については、規制基準等が定められており、指
定市町村は、特定建設作業から発生する騒音・振
動が規制基準に適合しないことにより周辺の生活
環境が損なわれると認められる場合には、騒音・
振動の防止の方法等に対し、改善勧告や改善命令
等の措置を行うことができます。また、作業時間
や作業方法について違反した場合には改善指導が
なされています。
平成２１年度は、騒音規制法に基づく届出件数が

３３３件、振動規制法に基づく届出件数が２４５件あり
ました。

▼表２−４−４−９　振動に係る特定施設設置届出状況（平成２１年度）

▼表２−４−４−１０　振動に係る工場・事業場立入検査状況

合　　　　　計公害防止条例に基づく
設置届出数

振動規制法に基づく
設置届出数特定施設名

特定施設数特定工場等数特定施設数特定工場等数特定施設数特定工場等数
２，３０６２６０１，０３２1０８1，２７４1５２金属加工機械１
４，０７４９９８１，７３４４２９２，３４０５６９圧縮機２
９１７１９５６０３１３９３１４５６土石用又は鉱物用破砕機等３
１６７４００１６７４織機４
１４７８３７４４４７３３９コンクリート製品製造機械５
２２３１０３１２７５５９６４８ドラムバーカー又はチッパー６
２５８９３８４２４１７４６９印刷機械７
１３９１１３５８１０４３ゴム・合成樹脂練用ロール機８

１，８６６６９６９９２９１，１６７４０合成樹脂用射出成形機９
８０８２６４５４４鋳型造型機１０
４５７４５７－－金属加工機械１１
２３８７１２３８７１－－ディーゼルエンジン１２

８，６０７１，５３９８，６０７１，５３９－－冷凍機１３
１９，０６７３，４４１１３，３０４２，４５７５，７６３９８４合　　　　　計

処分件数測定件数立入件数　　　　　　　区分
年度　　　　　　　

０３３６平成１７年度
０５５３平成１８年度
０４２３平成１９年度
０３１７平成２０年度
０２７平成２１年度

３　自動車交通騒音対策
自動車騒音の常時監視は県知事（政令市にあっ

てはその長）の責務とされており、県ではＧＩＳ
による自動車騒音面的評価システムを用いて、県
内の主要路線における環境基準の達成状況を算出
しています。
また、県では高速自動車道等について、騒音等

の問題が生じた場合に、沿道市町村、東日本高速
道路株式会社及び宮城県道路公社と連携し、騒音
等防止対策の推進と効率化を図るため「高速自動
車道騒音等防止対策実施要領」を定めています。
対策要領の適用範囲は東北及び山形自動車道、仙
台東部道路、三陸自動車道等の高規格道路となっ
ており、毎年関係機関の会議を開催し、測定結果
の報告、結果に基づく騒音防止対策の要請を行っ
ています。
さらに、県は新幹線及び高速自動車道を持つ１０

県で構成する「東北、上越、北陸新幹線、高速自
動車道公害対策１０県協議会」の会員として、毎年
東日本高速道路株式会社に対して高速自動車道に
係る騒音対策の推進について要請を行っていま
す。

▼表２−４−４−１１　騒音に係る特定建設作業届出件数

▼表２−４−４−１２　振動に係る特定建設作業届出件数

平成２１年度平成２０年度平成１９年度特定建設作業

４３４４３９くい打機、くい抜機又はくい打くい抜
機を使用する作業１

０００びょう打機を使用する作業２

２０１２４４２９８さく岩機を使用する作業３

２４１４１５空気圧縮機を使用する作業４

２１０コンクリートプラント又はアスファル
トプラントを設けて行う作業５

５９３４５０バックホウを使用する作業６

０００トラクターショベルを使用する作業７

４２３ブルドーザーを使用する作業８

３３３３３９４０５合　　　　　計

平成２１年度平成２０年度平成１９年度特定建設作業

７２９１１２３くい打機、くい抜機又はくい打くい抜
機を使用する作業１

０００鋼球を使用して建築物その他の工作物
を破壊する作業２

１０１舗装版破砕機を使用する作業３

１７２２１３２８３ブレーカーを使用する作業４

２４５３０４４０７合　　　　　計
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第４章　安全で良好な生活環境の確保

東日本高速道路株式会社及び宮城県道路公社で
は、騒音防止対策として、遮音壁の設置及び高機
能（低騒音）舗装を実施しており、平成２１年度末
までに東日本高速道路株式会社が講じた防音対策
は遮音壁の設置が総延長３６．４㎞（上下線別）、高機
能（低騒音）舗装の施工が４７７㎞（一車線換算）、
宮城県道路公社が講じた防音対策は遮音壁の設置
が６．８㎞（上下線別）、高機能（低騒音）舗装の施
工が７７．０㎞（一車線換算）でした。

４　航空機騒音対策
県及び関係市は周辺地域への航空機騒音の影響

把握のため、通年測定や短期測定により環境基準
の達成状況や騒音低減対策の効果について調査を
行っています。
県が毎年開催する「仙台空港航空機騒音対策会

議」及び「松島飛行場航空機騒音対策会議」で測
定結果を報告し、関係機関に周知しています。
航空機騒音対策としては、発生源対策の他、騒

音軽減運航方式の導入や空港周辺対策等が実施さ
れています。
発生源対策は、国際民間航空条約を踏まえた航

空法に基づく航空機の耐空証明制度として実施さ
れており、航空機の型式証明検査に騒音基準の適
合証明が盛り込まれています。仙台空港では、現
在Ｂ７６７−２００／３００等の低騒音機への代替が推進
されています。
騒音軽減運航方式については、仙台空港では、

滑走路の一方に人家がない場合、その方向に離着
陸を行う優先滑走路方式、人家を避けた飛行経路
を飛行する優先飛行経路方式、急上昇方式等が適
宜採用されています。
航空機騒音の影響が及ぶ空港周辺地域について

は、学校、病院等の障害防止工事及び共同利用施
設の整備の助成、また、航空機騒音の影響の大き
さに応じ住宅防音工事、移転補償、緩衝緑地の整
備等が行われています。

５　鉄道騒音対策
本県では、沿線市町村の協力を得て、東北新幹

線鉄道沿線に定点を定め、毎年騒音・振動測定を
実施しており、県が毎年開催する「東北新幹線鉄
道騒音等対策会議」で測定結果を報告し、関係機
関に周知しています。
さらに、県は新幹線及び高速自動車道を持つ１０

県で構成する「東北、上越、北陸新幹線、高速自
動車道公害対策１０県協議会」の会員として、毎年、
東日本旅客鉄道株式会社等に対して新幹線鉄道に
係る騒音対策の推進について要請を行っています。
新幹線騒音対策としては、車両単体対策、構造

物対策等が実施されています。
車両単体対策としては、パンタグラフ数の削

減、カバー取り付けによる風切音やアーク音の低
減、先頭形状の変更による騒音・低周波音対策が
行われています。
構造物対策としては、新幹線鉄道騒音の環境基

準の達成状況が思わしくなかったことから、当面
７５デシベル以下とすることを目標に、住宅の集合
状況に応じた対策が昭和６０年度から段階的に講じ
られています。
構造物対策としては、具体的には吸音板設置、

防音壁嵩上げ、逆Ｌ型防音壁設置、レール削正等
が行われています。
また、新幹線の高速化に伴い、トンネル出入口

からの低周波音により家屋内の家具ががたつく等
の苦情が生じています。低周波音対策としては、
緩衝工の設置等の対策が講じられています。
新幹線以外の在来鉄道については、新設又は高

架化等のように環境が急変する場合の騒音の未然
防止の観点から、平成７年１２月に「在来鉄道の新
設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針」が
定められ、沿線地域の環境保全が図られています。

６　深夜営業騒音対策
カラオケに代表される深夜営業騒音の防止を図

るため、公害防止条例により飲食店営業等を対象
に規制を行っており、県及び市町村では立入検査
を実施するなどして指導を行っています。

▼表２−４−４−１３　深夜営業騒音規制状況（平成２１年度）

立入検査件数苦情発生地域の内訳苦情発生件数
計測定苦情立入計無指定商工業系住居系計使用禁止音量制限
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